
落札者決定基準 

 
１ 概要 
   和歌山県ドクターヘリの製造委託に係る落札者の決定については、本資料によるもの

とする。 
 
２ 落札者の決定方法 

次の(1)及び(2)の要件を全て満たしている者のうち、３の総合評価点の算出方法に
基づき導き出された総合評価点の最も高い者を落札者とする。 

なお、最も高い総合評価点を得た者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじ
を引く順番を決めるくじを引かせた上でくじを引かせて、落札者を決定するものとする。 
(1)総合評価一般競争入札参加資格を全て満たしていること。 
(2)入札価格が予定価格の範囲内であること。 

 
３ 総合評価点の算出方法 
  総合評価点は、入札者の技術的要件に係る得点（以下「技術点」という。）と、入札
者の入札価格に係る得点（以下「価格点」という。）の合計で算出する。 

(1)得点配分 
    技術点と価格点は次のとおりとする。 

 
 
 

(2)技術点の算出 
  技術点は、別記「評価項目表」に掲げる各項目について、附属機関の設置等に関す
る条例に基づいて設置する和歌山県ドクターヘリ製造委託に係る役務提供総合評価
審査委員会の各委員による５段階評価とし、以下の式に基づき算出する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

技術点 200 点 

価格点 200 点 



※項目ごとに算出し、算出の際は小数点以下第２位を四捨五入する。 
※記載又は提案がない項目は０点とする。 

 
(3)価格点の算出 
  価格点は、入札価格が予定価格の範囲内である場合に、以下の式に基づき算出す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※予定価格は消費税及び地方消費税の額を除く額とする。 
※算出の際は小数点以下第２位を四捨五入する。 

 


